
水質調査が必要となる盛土等の整理

盛土等を行おうとする区域内の流水や
湧水を排除するために構造基準に基づ
き地下水排除工（暗渠工等）を設置

水質調査が不要

定期報告や完了の前後1か月以内に設置
した地下水排除工から排水がある

水質調査が必要
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※令和５年９月12日より適用
（現在許可を受けている事業及び申請中の事業にも適用されます）


